
平成

七

年 月 日 火曜日

山
森

か
ら

一

山 口 県

大大大林建

（定期）報

告保漁公特 毎

第 号

山
口
市
徳
地
堀
字
ア
ラ
フ
三
六
三

岩
国
市
錦
町
宇
佐
字
長
尾
一
〇
、

の
二

口
県
告
示
第
三
十
六
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

保
安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

業
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催

築
士
の
免
許
の
取
消
し
（
建
築
指
導

告 目

次

示安
林
予
定
森
林
（
二
件
）
（
森
林
整

業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

週
火
・
金
曜
日
発
行

の
二

一
〇
の
一
、
錦
町
大
野
字
猪
ノ

百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の

予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ

山
口
県
知

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
二
件
）
（
商

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
…

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
商
政

（
森
林
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規
定
に
よ
る
同
意
（
団
体
指
導
室
）
…

の
認
証
の
申
請
（
三
件
）
（
県
民
生
活木

谷
一
〇
〇
七
の
一
、
一
〇
〇

規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

た
。

事

村

岡

嗣

政

政
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を

町
村
森
林
整
備
計
画
で

周
南
市
大
字
巣
山
字
日
焼

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て

防
府
市
大
字
奈
美
字

上
三
筆
に
つ
い
て
次
の

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

か
ら
保
安
林
を
次
の
よ
う
に
指

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在

防
府
市
大
字
奈
美
字
大
井

大
河
内
二
三
二
か
ら
二
三
四

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

山
口
県
告
示
第
三
十
七
号

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

町
村
森
林
整
備
計
画
で

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の

二
七
五
四
の
一

は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

大
井
谷
二
一
七
の
一
四
・
大
字
和

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を

律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九

定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が

三
日

山
口

場
所

谷
二
一
七
の
一
四
（
次
の
図
に
示

ま
で
、
二
三
五
の
一

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県

供
す
る
。
）

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の

一

該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る

と
す
る
。

字
字
大
河
内
二
三
三
・
二
三
四
（

定
め
な
い
。

条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大

あ
っ
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

す
部
分
に
限
る
。
）
、
大
字
和
字

種農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
関

該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る

と
す
る
。

市 以 臣字 係 市

告

示



平成 年 月 日 火曜日

特
と
お変

書
及

課
及

一

山 口

江（
六

（定期）県 報

漁
同
法

同
法

第 号

産
部

山

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
二
日

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
八

び
山
口
県
宇
部
県
民
局
に
お
い
て

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

崎
区
域

公

三
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定

業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

区 ４

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り

森
林
整
備
課
及
び
関
係
市
役
所
に

口
県
告
示
第
三
十
八
号

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

年
三
月
二
十
二
日
ま
で
の
間
、

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口
県
知

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁

告

款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八

よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、

同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

山
口
県
知

域

区

伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

事

村

岡

嗣

政

船
に
よ
り
行
う
漁
業
以
外
の
漁
業

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

事

村

岡

嗣

政
分

お
り
と
す
る
。

び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

）

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該

書
及
び
活
動
予
算
書
は
、
平
成

び
山
口
県
岩
国
県
民
局
に
お
い

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
六
五
）
特
定
非
営
利
活
動
法

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該

書
及
び
活
動
予
算
書
は
、
平
成

び
山
口
県
山
口
県
民
局
に
お
い

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
六
四
）
特
定
非
営
利
活
動
法

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業

二
十
八
年
四
月
八
日
ま
で
の
間
、

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

三
日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ベ
ー

上
松
真
由
美

山
口
市
大
内
御
堀
三
九
五
三

人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業

二
十
八
年
四
月
四
日
ま
で
の
間
、

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

三
日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

特
定
非
営
利
活
動
法
人
き
ら

西
山

美
貴

美
祢
市
伊
佐
町
河
原
四
六
六

人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

県
知
事

村

岡

嗣

政

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

テ
ル
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

番
地
の
一
五

あ
り
ま
し
た
。

年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

県
知
事

村

岡

嗣

政

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ら
の
里

番
地

五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

二

の画及 画及 の

公

告



平成 年 月 日 火曜日

株
四五六

山 口 県

一二
大

三
名

（定期）報

大
と
お当

日
か

振
興

第 号

二（
六

駐
輪
場
の
収
容
台
数

一
八
台

氏

名

又

は

名

称

住

式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

福
岡

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る

平
成
二
十
八
年
十
月
九
日

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

一
、
六
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置

駐
車
場
の
収
容
台
数

七
一
台

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ

所
在
地

宇
部
市
神
原
町
二
丁

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名

称

住

和
リ
ー
ス
株
式
会
社

大
阪

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

ら
同
年
六
月
二
十
三
日
ま
で
の
間

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

瀧

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岩

六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第

所

市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一

日の
合
計

に
関
す
る
事
項

在
地

コ
ス
モ
ス
神
原
店

目
四
六
二
二
の
七

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

所

市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条

出
が
あ
り
ま
し
た
。

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課

ま
す
。

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
ゆ
う
ま
ー

山

進

国
市
由
宇
町
神
東
六
一
九
番
地

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

代
表
者
の
氏
名

〇
番
一
号

宇
野

正
晃

者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

三
六
号

森
田

俊
作

及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三

及
び
宇
部
市
産
業
振
興
部
商
工

事

村

岡

嗣

政

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

るの
四

出

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い

水
産
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

（
仮
称
）
ド

所
在
地

長
門
市
東
深

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置

名

称

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

（
六
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

日
か
ら
同
年
六
月
二
十
三
日
ま

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

来
客
が
駐
車
場
を
利
用

午
前
九
時
三
十
分
か
ら

駐
車
場
の
自
動
車
の
出

二
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い

午
前
零
時
か
ら
午
後
十

八

届
出
年
月
日

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

七
八
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設

一
二
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

大
規
模
小
売
店
舗
に
お

氏

名

又

は

名

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁

て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は

に
供
し
ま
す
。

三
日

山
口

及
び
所
在
地

ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
長
門
市
駅
店

川
九
四
九
の
一

す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

住

地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商 午

す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
後
十
時
三
十
分
ま
で

入
口
の
数

て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

二
時
ま
で

の
容
量

の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時

称

開

三

目
一
〇
番
一
号

宇
野

正
晃

名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の

県
知
事

村

岡

嗣

政

代
表
者
の
氏
名

所

代
表
者
の
氏

る
届
出

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

類
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十

政
課
及
び
長
門
市
経
済
観
光
部
商

前
一
〇
時

午
後
一
〇
時

る
時
間
帯

刻
及
び
閉
店
時
刻

店
時
刻

閉
店
時
刻

氏 名 の三工



平

と
お当

成 年 月 日 火曜日

八（
六大

山 口

七

（定期）県 報 第 号

名株
四五六

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小

氏

名

又

は

名

称

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の

一
箇
所

駐
車
場
の
収
容
台
数

四
三
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

八
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

二
七
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

九
立
方
メ
ー
ト
ル

氏

名

又

は

名

称

住

式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

福
岡

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る

平
成
二
十
八
年
十
月
九
日

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

一
、
五
四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

二
十
三
日
か
ら
同
年
六
月
二
十

ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

方
法
に
関
す
る
事
項

売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及

開
店
時

午
前
一

と
が
で
き
る
時
間
帯

時
三
十
分
ま
で

数

所

市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一

日の
合
計

に
関
す
る
事
項

が
あ
り
ま
し
た
。

三
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工

間
帯

出第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

び
閉
店
時
刻

刻

閉
店
時
刻

〇
時

午
後
一
〇
時

代
表
者
の
氏
名

〇
番
一
号

宇
野

正
晃

を
行
う
者
の
住
所

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
年
五
月
三
十
一

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
小
郡

所
在
地

山
口
市
小
郡

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

四

届
出
年
月
日

労
働
部
商
政
課
及
び
山
口
市
経

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
小
郡

所
在
地

山
口
市
小
郡

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

業業
日及

び
所
在
地

店下
郷
二
二
七
三
の
一

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

業

原

栄
治

済
産
業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て

三
日

山
口

及
び
所
在
地

店下
郷
二
二
七
三
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

山
口
市
本
町
二
丁
目
二
番
一
号

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

変

更

後

蔵
田
株
式
会
社

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

変

更

後

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

四

名 名



平成 年 月 日 火曜日

四五一

山 口 県 （定期）報

一二
株

三

第 号

四五

名

称

ア
ル
ク
小
郡
店

所
在
地

山
口
市
小
郡
下
郷
二

う
者
の
代
表
者
の
氏

名
届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

株
式
会
社
中
四

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ワ
ッ

四
国

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
小
郡
店

所
在
地

山
口
市
小
郡
下
郷
二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
丸
久

防
府

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
年
六
月
十
六
日

二
七
三
の
一

在
地

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

国
ワ
ッ
ツ

株
式
会
社
中
四

ツ

ツ
オ
ー
ス
リ
ー
中

在
地

二
七
三
の
一

代
表
者
の
氏
名

住市
大
字
江
泊
一
九
三
六

池

前

変

更

後

国
ワ
ッ

株
式
会
社
ワ
ッ
ツ
オ
ー

ス
リ
ー
中
四
国

岡
山
市
北
区
津
高
三
九

五
の
三

坂
本
美
津
浩

所

代
表
者
の
氏
名

田
中

康
男

部

智
治

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
平
川

所
在
地

山
口
市
平
井

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
四
月
三
十

名

称

ア
ル
ク
小
郡

所
在
地

山
口
市
小
郡

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売及

び
所
在
地

店七
二
四
の
一

業

株
式
会
社
ス
イ
ー
ト
ガ
ー
デ
ン

日 店下
郷
二
二
七
三
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

橋
本
食
品
株
式
会
社

十
一
日

及
び
所
在
地

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

変

更

前

業

五

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

変

更

後

所

代
表
者
の
氏

田
中

康
男

変

更

後

名 名



平

五

成 年 月 日 火曜日

荒
三四

山 口

五一二

（定期）県 報

四

第 号

二
荒

三

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

変
更
年
月
日

氏

名

瀬

剛
一

山
口

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

届
出
年
月
日

変
更
年
月
日

平
成
三
年
三
月
二
十
八
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
平
川
店

所
在
地

山
口
市
平
井
七
二
四

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

有
限
会
社
フ
ロ

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名
届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

瀬

剛
一

山
口

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

田
中

昭
夫

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

住市
平
井
七
七
九

変

更

前

岡

美
江

在
地

の
一

ー
リ
ス
ト
タ
ナ
カ

住市
平
井
七
七
九

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

田
中

昭
夫

所変

更

後

有
限
会
社
フ
ロ
ー
リ
ス

ト
タ
ナ
カ

防
府
市
大
字
西
浦
三
一

四
七

田
中

昭
夫

所前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

氏

名

荒
瀬

剛
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
住
所

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年
五
月
八
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
平
川

所
在
地

山
口
市
平
井

二

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

荒
瀬

剛
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

平
成
二
十
一
年
四
月
三
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
平
川

所
在
地

山
口
市
平
井

二

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

業

住

山
口
市
平
井
七
七
九

変

更

前

業業
及
び
所
在
地

店七
二
四
の
一

山
口
市
平
井
七
七
九

変

更

前

業

中
村

靖
彦

日及
び
所
在
地

店七
二
四
の
一

住

田

洋
一

所変

更

後

サ
ン
カ
ク
ヤ
株
式
会
社

福
岡
県
大
牟
田
市
宮
部
六
四
の
四

変

更

後

所

六



平成 年 月 日 火曜日

一二
荒

三

山 口 県

四五

（定期）報

二
荒

三

第 号

四五一
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
平
川
店

所
在
地

山
口
市
平
井
七
二
四

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

瀬

剛
一

山
口

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
二
月
四
日

名

称

ア
ル
ク
平
川
店

所
在
地

山
口
市
平
井
七
二
四

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

瀬

剛
一

山
口

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
六
年
二
月
十
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

株

在
地

の
一

住市
平
井
七
七
九

変

更

前

株
式
会
社
マ
ナ
・
テ
ィ
ー

の
一

住市
平
井
七
七
九

変

更

前

在
地

式
会
社
音
通
エ
フ
・
リ
テ
ー
ル

所変

更

後

所変

更

後

一

講
習
の
対
象
と
な
る
者

林
業
種
苗
の
生
産
事
業
者

二

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

（
七
〇
）
林
業
種
苗
生
産
事
業

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五

生
産
事
業
者
講
習
会
を
次
の
と

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十

労
働
部
商
政
課
及
び
岩
国
市
産

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

（
仮
称
）
平

所
在
地

岩
国
市
南
岩

二

意
見
の
概
要

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

平
成
二
十
八
年
一
月
十
八

（
六
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

二
十
七
年
十
月
九
日
山
口
県
公

市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
八

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日

五

変
更
年
月
日

の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

者
講
習
会
の
開
催

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条

お
り
開
催
し
ま
す
。

三
日

山
口

業
振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て

三
日

山
口

及
び
所
在
地

田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

国
町
二
丁
目
七
六
番
二
七
号

は
な
い
。

日地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

告
（
二
八
六
）
に
係
る
大
規
模
小

年
二
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
三
月

業業

七

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
林
業
種

県
知
事

村

岡

嗣

政

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

る
意
見
の
聴
取

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
岩

二
十
三
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商

福
岡
県
糟
屋
郡
新
宮
町
美
咲
二
丁

目
一
番
四
一
号

岡
村

彦

苗 成国工



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 火曜日

（
七建

築
士氏

山 口

四由
五六

（定期）県 報

四
号

第 号

三
十
八
年
二
月
二
十
三
日
印
刷

十
八
年
二
月
二
十
三
日
発
行

一
）
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し

築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

の
免
許
を
取
り
消
し
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

名

二
級
建
築
士
又
は

木
造
建
築
士
の
別

百
十
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入

し
て
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
。

受
講
申
込
書
の
提
出
期
限

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日
（
水
曜

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ
い
て
の

九
三
三

三
四
八
五
）
又
は
最
寄

種

苗

に

関

す

る

法

種

苗

の

産

地

及

び

種

苗

の

生

産

技

術

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

）
第
二
条
に
規
定
す
る
生
産
事
業

日
時

平
成
二
十
八
年
三
月
十
六
日

場
所

山
口
市
宮
野
上
一
七
六
八
番
地

講
習
の
科
目
及
び
時
間

科

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の

山
口
県
知

登
録
番
号

免
許
取
消
年
月

証
紙
を
貼
っ
て
、
住
所
地
を
所

日
）

問
合
せ
は
、
山
口
県
農
林
水
産

り
の
農
林
事
務
所
に
す
る
こ
と

令系

統

、
林
業
種
苗
法
施
行
細
則
（
昭
和

者
講
習
会
受
講
申
込
書
に
生
産

（
水
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

の
一

山
口
県
農
林
総
合
技
術

目

県

庁
知
事

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建

事

村

岡

嗣

政

日

免
許
の
取
消
し
の
理
由

管
す
る
農
林
事
務
所
の
長
を
経

部
森
林
整
備
課
（
電
話
〇
八
三

。

二二二

四
十
六
年
山
口
県
規
則
第
五

事
業
者
講
習
手
数
料
一
万
五
千

セ
ン
タ
ー
林
業
技
術
部

時

間

植
田
喜
八
郎

二
級
建
築
士

中
對

章

二
級
建
築
士

第
二
〇
六
二
号

平
成
二
八
、

第
二
五
九
九
号

平
成
二
八
、

二
、
一
二

死
亡

二
、
一
二

死
亡

八


